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休
保
制
度
加
入
者
・
会
員
の
皆
様
へ「
保
険
医
休

業
保
障
共
済
制
度
」を
守
る
こ
の
間
の
活
動
と

請
願
署
名
ご
協
力
の
お
願
い　
　
　
　
　
　
　

自
主
共
済
規
制
問
題
対
策
本
部　

本
部
長
・
住
江　

憲
勇

水
俣
病
は
終
わ
っ
て
い
な
い

保
団
連
公
害
視
察
会
を
水
俣
で
開
催

　

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

は
、
２
０
０
６
年
度
公
害
視

察
会
を　

月
４
、
５
日
、
熊

11

本
県
水
俣
市
で
開
催
し
、
医

師
・
歯
科
医
師
ら　

人
が
参

48

加
し
た
。
視
察
会
で
は
、
参

加
者
の
総
意
で
、
現
行
の
認

定
基
準
を
見
直
し
、
水
俣
病

被
害
者
の
全
面
的
な
救
済
を

求
め
る
「
決
議
」
を
採
択
し
、

環
境
省
等
に
送
付
し
た
。

　

今
年
は
、
1
9
5
6
年
に

水
俣
病
が
公
式
に
確
認
さ
れ

て
か
ら　

年
の
節
目
の
年
に

50

当
た
る
こ
と
か
ら
、
公
害
環

境
対
策
部
で
は
、改
め
て「
公

害
の
原
点
」
と
言
わ
れ
る
水

俣
病
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
と

し
、水
俣
視
察
を
決
定
し
た
。

　

視
察
会
は
、
４
日
に
、
高

岡
滋
水
俣
協
立
病
院
総
院
長

の
「
水
俣
病
の
現
状
と
今
後

の
課
題
」
と
題
し
た
学
習
講

演
会
と
交
流
会
を
開
催
。
高

岡
氏
は
、
関
西
訴
訟
最
高
裁

判
決
以
降
、
認
定
申
請
者
が

急
増
し
て
い
る
現
状
と
認
定

基
準
の
破
綻
を
明
ら
か
に

し
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

水
俣
病
の
全
貌
を
解
明
し
、

す
べ
て
の
被
害
者
に
対
し
て

補
償
を
行
い
、
水
俣
病
の
教

訓
を
生
か
し
た
、
国
民
の
安

全
を
中
心
に
す
え
た
政
策
を

行
政
の
基
本
と
さ
せ
る
こ
と

だ
と
指
摘
し
た
。

　

講
演
会
お
よ
び
交
流
会
に

は
、水
俣
病
不
知
火
患
者
会
、

ノ
ー
モ
ア
・
ミ
ナ
マ
タ
国
賠

等
訴
訟
原
告
団
か
ら
も
代
表

が
参
加
し
、
水
俣
病
は
過
去

の
問
題
で
は
な
く
現
在
進
行

形
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
強

く
訴
え
た
。

　

５
日
は
、
重
症
心
身
障
害

児
（
者
）
施
設
「
明
水
園
」

を
訪
問
、
交
流
す
る
と
と
も

に
、
水
俣
病
の
教
訓
を
世
界

に
伝
え
る「
水
俣
病
資
料
館
」

を
見
学
、
最
後
に
水
俣
病
の

原
因
と
な
っ
た
メ
チ
ル
水
銀

を
排
出
し
た
チ
ッ
ソ
の
全
容

を
水
俣
協
立
病
院
の
屋
上
か

ら
俯
瞰
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
水
俣
病

は
過
去
の
問
題
と
思
っ
て
い

た
が
、
今
回
の
視
察
を
通
じ

て
、
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い

ど
こ
ろ
か
、
被
害
者
の
救
済

が
急
務
の
課
題
だ
と
い
う
こ

と
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
」

「
チ
ッ
ソ
工
場
を
み
て
、
そ

の
広
さ
と
規
模
に
び
っ
く
り

し
た
。
メ
チ
ル
水
銀
に
続
き

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
と
聞
き
、
改
め

て
企
業
責
任
の
重
さ
と
対
応

が
問
わ
れ
て
い
る
」
等
の
感

想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

水
俣
病
被
害
者
の
全

面
的
な
救
済
を（
決
議
）

　

1
9
5
6
年
に
水
俣
病
が

公
式
に
確
認
さ
れ
て
か
ら
、

今
年
５
月
１
日
で　

年
が
経

50

過
し
、
小
泉
前
首
相
は
「
政

府
の
責
任
を
痛
感
し
、
率
直

に
お
詫
び
す
る
」
と
の
談
話

を
発
表
し
た
。
し
か
し
、
認

定
基
準
の
見
直
し
や
救
済
へ

の
具
体
的
な
解
決
策
に
は
何

ら
触
れ
ず
、　

年
を
経
た
今

50

日
も
水
俣
病
の
全
面
解
決
へ

の
道
は
開
け
て
い
な
い
。

　

2
0
0
4
年　

月
の
関
西

10

訴
訟
最
高
裁
判
決
は
、
国
や

熊
本
県
、
加
害
企
業
チ
ッ
ソ

の
責
任
を
断
罪
す
る
と
と
も

に
、
現
行
の
認
定
基
準
を
事

実
上
否
定
し
幅
広
い
救
済
を

認
め
た
。
こ
の
判
決
以
降
、

認
定
申
請
者
は
急
増
し
、
熊

本
、
鹿
児
島
、
新
潟
三
県
で

4
、
5
0
0
人
に
の
ぼ
っ
て

い
る
が
、
政
府
・
環
境
省
は

認
定
基
準
の
見
直
し
を
拒
否

し
て
い
る
。

　

水
俣
病
の
救
済
を
め
ぐ
っ

て
は
、
当
初
の
「
疑
わ
し
き

は
救
済
す
る
」
と
の
政
府
方

針
が
変
更
さ
れ
、
1
9
7
7

年
に
は
「
２
つ
以
上
の
神
経

所
見
の
組
み
合
わ
せ
」
と
い

う
認
定
基
準
の
厳
格
化
に
よ

り
棄
却
者
が
大
幅
に
増
加
し

た
。
そ
の
結
果
、
認
定
さ
れ

た
患
者
は
こ
れ
ま
で
に
2
、

0
0
0
人
余
に
す
ぎ
ず
、
１

万
人
の
未
認
定
患
者
は
、
1

9
9
5
年
の
政
治
決
着
を
受

け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

に
追
い
込
ま
れ
た
。
今
回
の

政
府
・
環
境
省
の
態
度
は
、

1
9
8
5
年
に
、「
汚
染
魚
を

多
食
し
た
と
い
う
よ
う
な
疫

学
的
条
件
と
感
覚
障
害
が
あ

れ
ば
水
俣
病
」
と
す
る
福
岡

高
裁
判
決
が
出
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、　

年
基
準
の

77

見
直
し
を
拒
否
し
多
く
の
未

認
定
患
者
を
生
み
出
し
た
事

態
と
、
同
じ
轍
を
踏
む
も
の

で
あ
る
。

　

環
境
省
が
設
置
し
た
有
識

者
に
よ
る
「
水
俣
病
問
題
に

係
る
懇
談
会
」
の
議
論
は
、

水
俣
病
の
発
生
や
拡
大
に
つ

い
て
の
行
政
の
責
任
や
公
害

病
認
定
の
あ
り
方
な
ど
広
範

な
分
野
に
及
び
、
具
体
的
な

施
策
を
求
め
る
意
見
が
多
数

に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　

水
俣
病
は
過
去
の
問
題
で

は
な
く
現
在
進
行
形
の
問
題

で
あ
る
。
最
高
裁
判
決
が
指

摘
し
た
国
、
県
の
行
政
責
任

と「
水
俣
病
は
公
害
の
原
点
」

（
衆
院
決
議
）
と
の
立
場
を

ふ
ま
え
て
、
広
く
被
害
者
を

救
済
す
る
た
め
、　

年
基
準

77

の
見
直
し
に
即
刻
着
手
す
る

こ
と
を
強
く
要
求
す
る
。

自
主
共
済
を
適
用
除

外
と
す
る
運
動
報
告　

「
自
主
共
済
を
保
険
業
法
か

ら
適
用
除
外
に
」
と
い
う
訴

え
は
、
団
体
が
相
互
扶
助
の

精
神
で
行
う
自
主
共
済
を
現

行
通
り
継
続
さ
せ
て
ほ
し
い

と
い
う
憲
法
に
保
障
さ
れ
た

要
求
で
す
。　
　

　

こ
の
間
、
保
団
連
を
始
め

他
団
体
と
共
同
し
た
運
動
の

広
が
り
を
受
け
て
、
マ
ス
コ

ミ
で
も
報
道
さ
れ
る
な
ど
、

自
主
共
済
の
社
会
的
役
割
が

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
主
共
済
を
行
う
団
体
で

作
る
「
共
済
の
今
日
と
未
来

を
考
え
る
懇
話
会
」（
以
下
、

「
懇
話
会
」）
で
は
、　

月　
10

18

日
に
議
員
要
請
行
動
を
、　
10

月　

日
に
国
会
議
員
を
対
象

25
と
し
た
勉
強
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

　

保
団
連
で
は
、
こ
の
間
、

皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
約
1

万
8
0
0
0
筆
の
「
請
願
署

名
」
を　

月　

日
、
各
党
国

10

26

会
議
員
へ
提
出
し
、
こ
の
問

題
で
の
国
会
審
議
を
要
望
し

ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
運
動
を
通
じ

て
、　

月　

日
の
国
会
審
議

10

27

で
は
、
衆
議
院
財
務
金
融
委

員
会
で
民
主
党
の
馬
淵
澄
夫

議
員
（
奈
良
県
選
出
）
が
自

主
共
済
問
題
を
質
問
し
、
知

的
障
碍
者
の
互
助
会
、
労
山

の
遭
難
対
策
基
金
と
と
も

に
、
保
団
連
の
休
保
制
度
を

取
り
上
げ
て
新
保
険
業
法
の

適
用
除
外
を
実
現
す
る
よ
う

求
め
、
山
本
金
融
担
当
大
臣

に
考
え
を
質
し
ま
し
た
。
大

臣
は
、
検
討
し
た
い
旨
答
弁

し
ま
し
た
。

　

保
団
連
で
は
、
適
用
除
外

を
求
め
る
運
動
と
と
も
に
、

適
用
除
外
が
困
難
な
場
合
で

あ
っ
て
も
、
で
き
る
限
り
、

現
行
の
制
度
内
容
を
維
持
・

存
続
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に

対
応
方
法
も
検
討
し
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
、
休
保
制
度
を
今
後

と
も
健
全
に
運
営
す
る
た
め

「
委
託
」
に
関
す
る
金
融
庁

と
の
交
渉
を
、
継
続
し
て
取

り
組
ん
で
お
り
、
金
融
庁
か

ら
の
提
案
も
要
求
し
て
い
ま

す
。
そ
の
他
の
対
応
方
法
と

し
て
、「
共
済
協
同
組
合
」
に

関
す
る
政
省
令
（
案
）
へ
の

国
会
請
願
署
名
運
動
へ

の
ご
協
力
の
お
願
い

　

自
主
共
済
を
新
保
険
業
法

か
ら
適
用
除
外
と
さ
せ
る
た

め
、　

月
半
ば
ま
で
予
定
さ

12

れ
て
い
る
臨
時
国
会
で
、
国

会
議
員
に
取
り
上
げ
て
も
ら

え
る
よ
う
、
引
き
続
き
「
請

願
署
名
」
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

保
団
連
は
「
懇
話
会
」
な

ど
多
く
の
団
体
と
協
力
し
て

請
願
署
名
や
議
員
要
請
、
マ

ス
コ
ミ
と
の
懇
談
を
行
い
ま

す
。

　

当
面
、　

月　

日
に
各
党

11

30

議
員
へ
の
国
会
要
請
行
動
を

予
定
し
て
い
ま
す
。　

月　
11

27

日
頃
ま
で
に
各
協
会
へ
請
願

署
名
を
お
届
け
下
さ
い
。
皆

様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
（
署
名
用
紙
は
、本
紙
9
月

　

日
号
掲
載
の
も
の
を
ご
利

25用
い
た
だ
く
か
、
保
険
医
協

会
・
保
団
連
へ
問
い
合
せ
下

さ
い
）

対
応
準
備
を
す
す
め
、
中
小

企
業
庁
と
の
連
絡
や
、
要
望

な
ど
も
行
い
、
引
き
続
き
加

入
者
・
会
員
の
ご
要
望
に
応

え
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
参
り

ま
す
。

　

保
団
連
は
現
在
、
保
険
医
休
業
保
障
共
済
制
度
（
以
下
、「
休
保
制
度
」）
を
新
保
険
業

法
の
適
用
除
外
と
す
る
た
め
請
願
署
名
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。（
本
紙
9
月　

日
）
皆

25

様
か
ら
短
期
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
数
の
「
請
願
署
名
」
へ
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
こ

と
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
に
、
こ
の
間
の
活
動
状
況
を
ご
報
告
し
、
国
会
で
の
審

議
を
求
め
る
た
め
、
あ
ら
た
め
て
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

チッソ工場を視察する参加者

辻泰弘参議院議員（民主）に請願署名を託す
小島修司保団連共済部副部長（写真左）




